
参考資料１

ピクトグラムについて

 ピクトグラム（JIS Z 8210）については、次のとおりです。なお、内容については、2007 年度改正版

となっています。 

○ 規格番号

JIS Z 8210:2002 

○ 標題

案内用図記号 

○ 規格概要

 不特定多数の人々向けの案内に用いる図記号を規定。案内用図記号を用いて情報を伝えることが好ま

しい領域は、例えば、公共・一般施設、交通施設、特定の場所・建物、観光、商業・小売店など、あら

ゆる施設のほかに、さまざまな地図、案内板、標識、印刷物などであります。 

○ 履歴

2002-03-20 制定 

2007-01-20 改正 

2009-03-20 改正 

2010-03-23 改正 

○ 標準案内用図記号使用上の注意

標準案内用図記号の使用に際しては、次から確認をお願いします。 

ホームページアドレス（http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top.html） 

○ 推奨度区分について

 本ガイドラインでは、図記号の使用について次の推奨度区分を定めています。使用にあたっては、こ

れを遵守してください。 

推奨度Ａ 

安全性及び緊急性に関わるもの、多数のユーザーにとって重要なもの及び移動制約者へのサービス 

に関わるものです。これらについては、図形を変更しないで用いることを強く要請します。 

推奨度Ｂ 

多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念及び図形を統一することによって利便 

性が高まると期待されるものです。これらについては、図形を変更しないで用いることを推奨します。 
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推奨度Ｃ 

多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念を統一することが必要なものです。こ 

れらについては、基本的な概念を変えない範囲で適宜図形を変更して用いることができます。 

 

○ 注意表記のある図記号について 

 【注１】の表記がある図記号は、文字による補助表示が必要です。図記号単独での使用は避けてくだ

さい。その際の文字表示は、各図記号に併記してある名称を参考にしてください。 

 【注２】の表記がある図記号は、図記号中の通貨記号を必要に応じて他の通貨記号に変更することが

できます。 

 

○ サイズ／形／色について 

（１）最小寸法                                

 本ガイドラインの図記号は、視距離 1メートルで表示する場合の最小寸法を 35 ミリ角、手にとって 

見ることのできる地図類に用いる場合の最小寸法を 8 ミリ角とする条件で設計されています。これよ 

り小さくして使用することは避けてください（図 1）。 

 

 

 

（２）寸法の拡大と縮小 

  本ガイドラインの図記号は、正方形・円形・三角形が同じ大きさに見えるように、寸法を調整して 

あります。これら三種の外形を持つ図記号を混用して拡大・縮小する際は、この点にご留意ください

（図 2）。 
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（３）図記号の色彩 

赤、青、黄、緑が使用されている図記号の色彩は、「JIS Z 9101-1995 安全色及び安全標識」に依 

っています。使用の際は、次のマンセル値を参照してください（図 3）。 

 

【安全色】 赤：7.5R 4/15 青：2.5PB 3.5/10 黄：2.5Y 8/14 緑：10G 4/10 

【対比色】 白：N9.5 黒：N1 

 

（４）色彩の変更 

  白地に黒色で表現されている図記号は、前記の赤、青、黄、緑の安全色を除く、他の色彩に変更す 

ることができます（図 4）。また、図と地の関係を反転することができます（図 5）。 

 

 

 

（５）色彩・明度の調整 

 色彩あるいは明度を調整して使用する場合は、見やすさに配慮し、図と地色とのコントラストが十 

分明確になるようにしてください。明度差は少なくとも 5 以上になるようにしてください（図 6）。 
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（６）図記号の反転 

  図記号によっては、誘導方向や設置環境に応じて左右を反転することができます。（図 7）にその例 

を示します。 
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